
令和2年度　予算のあらまし令和2年度　予算のあらまし
　　◦一般会計・特別会計・企業会計の予算を可決しました 	 P.2～４

市政について問う！市政について問う！
　　◦15人の議員が一般質問（代表質問・個人質問）を行いました	 P.6～10

委員会レポート委員会レポート
　　◦連合審査会（建設水道委員会・文教産業委員会）を開催	 P.10
　　◦特別委員会（第5次沼津市総合計画基本構想、

公契約関係競売入札妨害等事件に係る再発防止）を開催	 P.11
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第227号

議員提案により「沼津市手話言語条例」を制定
※関連記事は P.12



特 別 会 計

企 業 会 計

会　　計 令和 2 年度予算額 令和元年度予算額 増減率
国民健康保険事業 211 億 7,500 万円 216 億 6,500 万円 △ 2.3％

土地取得事業 1 億 2,000 万円 5 億円 △ 76.0％
介護保険事業 166 億 2,400 万円 162 億 8,900 万円 2.1%

後期高齢者医療事業 26 億 9,000 万円 25 億 3,600 万円 6.1%
簡易水道事業※ ― 3,200 万円 皆減

合　　計 406 億 900 万円 410 億 2,200 万円 △ 1.0%

会　　計 令和 2 年度予算額 令和元年度予算額 増減率
病院事業 126 億 400 万円 130 億円 △ 3.0%
水道事業 55 億 7,500 万円 55 億 4,500 万円 0.5%

下水道事業 98 億 3,100 万円 93 億 7,800 万円 4.8%
合　　計 280 億 1,000 万円 279 億 2,300 万円 0.3%

令和 2年度　予算のあらまし

問特定健康診査の受診率向
上のための新たな取組は。
答令和 2 年度は、受診勧奨
の通知にあたり、その効果を
高めるため人工知能（ＡＩ）を
活用し、受診率の向上に取り
組んでいく。具体的には、特
定健康診査の受診履歴や年齢、
性別、健診結果のほか、問診
票に記載された生活習慣等の
データを AI が解析し、主に、
勧奨により受診が期待できる
と区分された対象者に対して、
特性に合った内容により受診
を促す通知を送付し、受診率
の向上を図っていく。

問地域包括支援センターの
ケア体制を確保するための
取組は。

答市が委託する市内 11 か
所の地域包括支援センターに
おいて、介護サービスの調整
等に優れた職員を確保するた
めの人件費相当分を増額し、
高齢者数の増加や多様化する
ニーズに対応するための体制
整備に取り組んでいく。また、
長寿福祉課内に設置した基幹
型地域包括支援センターが後
方支援を行うことにより、各
地域包括支援センターのケア
体制の確保に取り組んでいく。

問後期高齢者医療保険料が
令 和 元 年 度 に 比 べ 1 億
3,207 万 7,000 円 増 加し
ている理由は。
答静岡県後期高齢者医療広
域連合が２年ごとに行う保険

料率の改定年となることに伴
う保険料率の上昇や、被保険
者数の増加が主な要因である。

問市立病院の経営課題とし
て、経営補助のための一般
会計からの繰入れが続いて
いることが挙げられるが、
経営改善に向けた取組は。
答経営改善には、収益確保
と費用削減の取組が必要と考
えており、診療報酬制度に定
められた各種加算の取得によ
り、入院患者 1人当たりの診
療報酬単価を上げることや、
他の医療機関との連携強化に
より患者数の増加を図ること
など、さらなる収益の確保に
取り組んでいく。また、業務
委託の仕様の見直しや、コン

サルを活用した薬品の価格交
渉及び共同購入品目の拡大な
どにより、費用の削減に取り
組んでいく。

問下水道の人口普及率の見
込みは。
答下香貫、西島町、大岡、
岡宮地区など、投資効果の高
い人口密集地区の管渠布設工
事を実施することにより、令和
２年度末の人口普及率は、令
和元年度末の見込み 61.2％か
ら１ポイント増の 62.2％を見
込んでいる。

第 4 回 ( ２月 ) 定例会は、２月 10 日から３月 19 日までの 39 日間にわたり開催しました。
この議会では、市長から令和 2 年度の施政方針が述べられた後、令和元年度関係議案 25 件、

令和 2 年度関係議案 27 件及び議員提出議案 2 件を審議し、いずれも原案のとおり議決しました。また、15 人
の議員が一般質問を行いました。（P.6 ～ 10）

ここでは、令和 2 年度の一般会計、特別会計（4 事業）及び企業会計（３事業）の予算審議、歳入・歳出予
算額等の主な内容をお知らせします。

特別会計は、国民健康保険や
介護保険など特定の事業を行う
場合に 、 保険料などの特定の収
入でその支出を賄う会計です。

　企業会計は、 地方公営企業法
の適用を受けて、公営企業会計
による独立採算制で行う会計で
す。

※簡易水道事業については、令和 2 年度から水道事業へ統合されます

下水道
マスコット
キャラクター

「スイスイ」
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市債
57億2,340万円
（7.9％）

その他
82億4,830万円（11.5％）

国庫・県支出金
179億5,963万円
（24.9％）

その他
54億2,867万円
（7.5％）

市税
347億円
（48.2％）

自
主

財

源

依
存

財

源

55.7％44.3％

歳入総額
720億
6,000万円

歳出総額
720億
6,000万円

民生費
282億
9,860万円
（39.3％）

衛生費
69億3,801万円
（9.6％）

教育費
65億4,921万円
（9.1％）

総務費
59億7,193万円
（8.3％）

消防費
27億8,730万円
（3.9％）

土木費
114億4,916万円
（15.9％）

その他
29億3,611万円

（4.0％）

公債費
71億2,968万円
（9.9％）

衛生費
69億3,801万円
（9.6％）

教育費
65億4,921万円
（9.1％）

総務費
59億7,193万円
（8.3％）

令和2年度予算を可決しました！
総額1,406億7,900万円

歳　入 歳　出

令和 2 年度予算額 令和元年度予算額 比較増減 増減率
720 億 6,000 万円 720 億 7,000 万円 △ 1,000 万円 △ 0.0％

一般会計予算決算委員会での主な質疑

問職員研修における新たな
取組は。
答職員による不祥事の再発
防止のため、令和元年度の幹
部職員を対象としたコンプラ
イアンスに関する知識や不祥
事が及ぼす影響に対する理解
を深めるための研修を、対象
を拡大し全職員に実施するほ
か、女性職員の仕事と家庭の
両立や、男性職員の育児休業
取得向上等を目的とした子育
て・育児ワークライフバラン
ス研修を実施予定である。

問企業立地促進事業の補助
の内容は。
答企業の進出や定着を図る
ことにより、経済の活性化及
び雇用の創出を促進するもの

であり、令和２年度は企業立
地促進事業費補助金８件と、
中小企業設備投資促進事業費
補助金８件のほか、ＩＴオフィ
ス等進出事業費補助金を既存
の４社と新規の進出分に対し
て交付する予定である。

問アスルクラロ沼津ホーム
タウン推進事業において、
Ｊリーグライセンス基準適
合調査業務委託を実施する
目的は。
答アスルクラロ沼津のＪ
リーグライセンスを維持する
ためには、2023 年シーズン
の開幕前までに、ホームスタ
ジアムである県営愛鷹広域公
園多目的競技場の照明の照度
を、現在の 500 ルクスから

1,500 ルクスに引き上げる必
要があることから、照明の改
修に伴う技術的な課題の解消
に向けて、調査を実施するも
のである。

問教育総務費の情報機器整
備事業の内容は。
答ＩＣＴ機器を活用した授
業の充実を図るため、小学校
６年生の全普通教室に大型
ディスプレイと指導者用タブ
レットをそれぞれ１台整備す
るものである。国の示す教育
のＩＣＴ化に向けた環境整備
５か年計画では、令和４年度
までに小学校１年生から中学
校３年生までの全普通教室へ
の整備が求められているが、
中学校においては既に整備が

完了しており、今後、小学校
においても順次導入していき
たいと考えている。令和２年
度は、プログラミング教育な
ど、活用機会が多い小学校６
年生の普通教室を対象に整備
する。

問令和２年度の新たな取組
である、ロタウイルスワク
チンの定期接種の内容は。
答予防接種法に基づき、急
性胃腸炎の重症化を予防する
ロタウイルスワクチンの接種
を、令和２年 10 月から、市が
主体となって実施するもので、
対象となるのは、令和２年８月
以降に出生した乳児約 550 人、
初回接種率は 95％を見込んで
いる。

　一般会計は、市民税などの市税を主な財源として、道路や学校の整備、
福祉やごみの処理などの事業を行うための会計です。一 般 会 計

3 ＊ぬまづ市議会だより　№ 227



令和 2年度　予算のあらまし

鉄道高架化
関連事業 津波対策事業

新たな公共交通
推進事業

災害時
通信システム
増強事業

まちなか商業
リブランディング

推進事業

若年がん患者等
支援事業

フレイル対策事業

鉄道高架事業の推進のため、本格的な工事着手に向け、
移転施設関連の詳細設計や鉄道跡地等の利用検討を行い
ます。また、新貨物ターミナルの用地取得完了に向け、
土地収用法に基づく手続を進めます。

津波避難路、津波避難ビルの整備のほか、戸田地区に
おいて津波避難路への照明灯の設置や沼津港の観光客
等の避難対策として中部浄化プラントの屋上を避難場
所とするための安全対策を行います。

 「沼津市地域公共交通網形成計画」に位置づけられた、
沼津駅南口バスターミナル再編検討業務やバス停デザ
インマニュアルの作成など、各種施策を展開します。

同報無線デジタル化の進捗に伴い必要となる回線の
維持や防災アプリ、自動で架電し災害情報を伝達する
システムなどを運用します。

まちなかの個店の魅力とエリア価値の向上を図るた
め、「まちなか商業リブランディング会議」を開催する
とともに、その効果的な発信により、まちなかエリア
への来訪者の拡大を図ります。

若年がん患者等の生活支援を目的として、若年がん
患者妊よう性温存治療（※）支援事業、がん患者医療用補
整具購入支援事業、小児・若年がん患者在宅療養生活
支援事業を新たに行います。※精子・卵子の採取凍結等

高齢者自身によるフレイルチェックと、活動の核とな
る市民サポーターの増員を行い、自分ごと化によるフレ
イル予防と主体的な社会参画を進め、健康寿命の延伸を
図ります。

▲鉄道施設の移転を進めます
（新車両基地完成イメージ）

▲チラシ、ホームページ等で新規
事業の周知を図ります

▲市民サポーターを増員し、健康寿命
の延伸を図ります

▲新たな公共交通や新技術の研究を
進めます

▲自動電話架電システムを
運用します

▲まちなかの魅力向上を図ります

▲津波避難路への照明灯の設置を進めます

予算額�
� 5 億 2,570万円

予算額�
� 2,330万円

予算額� 　　　
� 1,750万円

予算額�
� 240万円

予算額�
� 943万円

予算額�
� 206万円

予算額�
� 191万円

令和2年度予算の主な事業
第 4 回（2 月）定例会で可決された令和 2 年度予算の中から、主な事業を紹介します。第 4 回（2 月）定例会で可決された令和 2 年度予算の中から、主な事業を紹介します。
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☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページを御覧ください。 沼津市議会 検索

議　案　名

議
決
結
果

志
政
会

自
民
沼
津

市
民
ク
ラ
ブ

公
明
党

未
来
の
風

立
憲
沼
津

日
本
共
産
党

沼
津
市
議
団

（7）（6） (4) （3） (3) (3) （2）

条
例
議第 3号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○

議第25号 沼津市国民健康保険条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

予
　
算

議第 7号 令和元年度沼津市一般会計補正予算（第５回） 可決 ○ ○ ○ ○ × （1）（2）
〇 × ×

議第30号 令和２年度沼津市一般会計予算 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ （1）（2）
〇 ×

（1）（2）
〇 × ×

議第32号 令和２年度沼津市土地取得事業特別会計予算 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ （1）（2）
〇 ×

（1）（2）
〇 × ×

議第34号 令和２年度沼津市後期高齢者医療事業特別会計予算 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
そ
の
他 議第15号 第５次沼津市総合計画基本構想の策定 可決 ◯ ◯ ◯ ◯ （1）（2）

〇 ×
（2）（1）
〇 × ×

会派別　賛否が分かれた議案一覧

主な議案一覧

◯＝賛成　×＝反対　※（　）内は所属議員数

議　案　名 内　　　　容 議決結果

条　
例

議第 3 号
沼津市議会議員の期末手当に関す
る条例の一部改正

■市議会議員の期末手当を改めます
一般職の職員の例に倣い、市議会議員の期末手当の支給割合を年間 0.05 月
分引き上げるものです。

可決

議第 25 号
沼津市国民健康保険条例の一部改
正

■国民健康保険料の賦課限度額を引き上げるほか、賦課割合を改めます
国民健康保険法施行令の一部改正に倣い、国民健康保険料の賦課限度額を引
き上げるほか、医療給付費分における資産割及び被保険者均等割の賦課割合
に関する規定を改めるものです。

可決

議第 40 号
沼津市長の給料の特例に関する条
例の制定

■市長の給料を減額します
職員の不祥事に対する指揮監督責任に鑑み、市長に支給する給料を 3 か月間、
100 分の 90 に減額するものです。

可決

予　
算

議第 7 号
令和元年度沼津市一般会計補正予
算（第５回）

■ 18 億 4,700 万 7,000 円を追加し、予算総額は 760 億 5,694 万 5,000 円となります
追加したものは、給与改定等に伴う職員人件費等 4,415 万 7,000 円、病院事
業会計繰出金 4 億 5,000 万円、中学校施設空調設備整備事業費 4 億 4,000
万円が主なもので、財源としては、それぞれの特定財源のほか、一般財源とし
て基金繰入金などをもって充てるものです。このほか、繰越明許費として 25
事業を翌年度に繰り越すほか、債務負担行為として 98 件を追加するものです。

可決

議第 42 号
令和２年度沼津市一般会計補正予
算（第１回）

■当初予算に 3,500 万円を追加し、予算総額は 720 億 9,500 万円となります
追加したものは、新型コロナウイルス感染症関連の経済変動対策資金利子補給
事業費 3,500 万円で、財源としては、基金繰入金をもって充てるものです。こ
のほか、債務負担行為として経済変動対策資金利子補給金を追加するものです。

可決

人　
事

認第 1 号
固定資産評価審査委員会委員選任の同意

令和 2 年 3 月 31 日をもって任期満了となる高島本町在住の古
こ

賀
が

ゆり子
こ

氏を
再任することに同意するものです。 同意

認第 2 号～認第 5 号
人権擁護委員推薦の同意

令和 2 年 6 月 30 日をもって 4 人の委員が任期満了となることに伴い、鈴
すず

木
き

隆
たか

義
よし

氏
の後任として大塚在住の村

むら

瀬
せ

三
み

千
ち

代
よ

氏を推薦すること、西間門在住の木
き

村
むら

保
やす

成
なり

氏を
再任し推薦すること、伊

い

東
とう

哲
てつ

夫
お

氏の後任として高島本町在住の古
こ

賀
が

ゆり子
こ

氏を推薦
すること、及び五月町在住の梅

うめ

田
だ

欣
きん

一
いち

氏を再任し推薦することに同意するものです。 

同意

認第 6 号
副市長選任の同意

令和 2 年 3 月 31 日に辞職する新
しん

屋
や

千
かず

樹
しげ

氏の後任として、千葉県柏市在住の
髙
たか

峯
みね

聡
そう

一
いち

郎
ろう

氏を選任することについて同意するものです。 同意
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の
調
和
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、

道
路
や
公
園
、
緑
地
等
の
都
市
施
設
の
配

置
や
建
築
物
等
の
用
途
な
ど
を
一
体
的
に

定
め
る
地
区
計
画
の
活
用
に
よ
り
、
計
画

的
か
つ
適
切
な
土
地
利
用
の
誘
導
を
図
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
市
街
化
調
整
区
域
の
現
状
や
課
題
を

整
理
し
た
上
で
、
企
業
の
立
地
需
要
を
見

極
め
な
が
ら
、
地
区
計
画
の
適
用
が
ふ
さ

わ
し
い
エ
リ
ア
の
選
定
や
運
用
の
考
え
方

な
ど
を
示
す
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る

地
区
計
画
適
用
の
基
本
的
な
方
針
を
策
定

し
、
本
市
の
さ
ら
な
る
発
展
に
向
け
、
周

辺
環
境
と
の
調
和
と
産
業
立
地
の
両
立
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
産
業
立
地
の
促
進
に
は
、
柔
軟
な
土

地
利
用
の
取
組
が
必
要
と
考
え
る
が
、
周

辺
環
境
と
の
調
和
と
産
業
立
地
の
両
立
を

ど
の
よ
う
に
図
っ
て
い
く
の
か
。

答
市
長
／
本
市
で
は
、
東
名
・
新
東
名

の
各
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
開

設
や
、
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
東
駿
河
湾

環
状
道
路
の
西
区
間
の
整
備
に
よ
り
、
広

域
交
通
網
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
が
飛
躍
的
に

向
上
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
生
か
し
た
産
業
立
地
に
取
り
組
ん
で

い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
一

方
、
豊
か
な
自
然
環
境
を
有
す
る
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の
市
街
化
調
整
区
域
の

土
地
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
環
境
と

問
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
に
は
、
市
民
や

団
体
等
と
の
協
働
に
よ
り
課
題
解
決
を
図

る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
そ
の
前
提

と
な
る
庁
内
の
連
携
の
状
況
は
。

答
市
長
／
担
当
課
の
所
管
業
務
を
超
え

て
調
整
が
必
要
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
庁

内
関
係
課
に
よ
る
連
絡
会
等
を
開
催
し
、

情
報
共
有
と
課
題
解
決
に
向
け
た
調
整
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
対

し
て
は
、
他
課
と
の
連
携
を
図
る
ほ
か
、

市
民
や
団
体
等
と
連
携
し
た
取
組
が
で
き

な
い
か
を
常
に
意
識
し
て
行
動
で
き
る
よ

う
職
員
に
対
し
て
働
き
か
け
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
市
長
が
掲
げ
る
「
誇
り
高
い
、
元
気

な
ま
ち
沼
津
」
の
実
現
に
向
け
た
令
和
二

年
度
の
主
な
取
組
は
。

答
市
長
／
「
誇
り
高
い
、
元
気
な
ま
ち

沼
津
」
と
は
、
市
民
誰
も
が
沼
津
へ
の
愛

着
と
誇
り
を
持
ち
、
い
つ
ま
で
も
住
み
続

け
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
ま
ち
を
目
指
す

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
令

和
二
年
度
は
、
重
要
施
策
と
し
て
位
置
づ

け
る
鉄
道
高
架
事
業
の
早
期
完
成
に
向
け

た
取
組
の
推
進
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
基

盤
整
備
を
着
実
に
進
め
て
い
く
ほ
か
、
沼

津
御
用
邸
記
念
公
園
の
開
園
五
十
周
年
な

ど
、
本
市
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
節
目

を
迎
え
る
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
市
の

問
Ｊ
３
リ
ー
グ
に
所
属
す
る
ア
ス
ル
ク

ラ
ロ
沼
津
の
ホ
ー
ム
ス
タ
ジ
ア
ム
で
あ
る

愛
鷹
広
域
公
園
多
目
的
競
技
場
の
照
明
設

備
の
改
修
に
対
す
る
認
識
は
。

答
市
長
／
同
競
技
場
の
照
明
設
備
は
、

二
〇
二
三
年
シ
ー
ズ
ン
の
Ｊ
３
ラ
イ
セ
ン

ス
の
取
得
に
必
要
な
基
準
を
満
た
し
て
い

な
い
状
況
に
あ
り
、
改
修
が
必
要
だ
と
認

識
し
て
い
る
。
照
明

設
備
の
改
修
に
向
け

引
き
続
き
、
ア
ス
ル

ク
ラ
ロ
沼
津
と
共
に

施
設
管
理
者
で
あ
る

県
に
相
談
を
行
っ
て

い
く
。

に
ぎ
わ
い
づ
く
り
に
向
け
た
観
光
や
文
化

振
興
に
資
す
る
様
々
な
取
組
を
展
開
し
て

い
く
。
さ
ら
に
、
本
市
へ
の
移
住
定
住
の

施
策
を
は
じ
め
、
安
心
し
て
子
供
を
産
み

育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
や
、

小
中
学
校
で
の
教
育
環
境
の
向
上
、
フ
レ

イ
ル
対
策
な
ど
、
子
供
か
ら
高
齢
者
ま
で
、

ま
ち
の
主
役

で
あ
る
市
民

の
生
活
を
支

え
る
様
々
な

施
策
に
つ
い

て
総
合
的
に

取
り
組
ん
で

い
く
。

久
保
田
　
吉
光

深
田
　
昇

　
浅
原
　
和
美

周辺環境との調和と産業立地の両立を協働のまちづくりを推進するための
庁内連携の状況は

「誇り高い、元気なまち沼津」の
実現に向けた令和２年度の取組は

市 政 に つ い て

問 う！

一
般
質
問

　
第
四
回
（
二
月
）
定
例
会
で
は
、
市
長

の
令
和
二
年
度
施
政
方
針
に
対
す
る
代
表

質
問
が
行
わ
れ
、
七
つ
の
会
派
か
ら
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

※
代
表
質
問
は
「
一
括
質
問
一
括
答
弁
方
式
」
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

自
民
沼
津

市
民
ク
ラ
ブ

志
政
会

▲開園 50 周年を迎える
沼津御用邸記念公園

▲愛鷹広域公園多目的競技場

全ての質問項目
（通告一覧）はこちら
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問
本
市
の
令
和
元
年
の
住
民
基
本
台
帳

人
口
に
よ
る
社
会
動
態
が
三
十
七
年
ぶ
り

に
転
入
超
過
を
達
成
し
た
が
、
①
こ
の
要

因
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

②
さ
ら
な
る
転
入
者
増
加
の
た
め
の
今
後

の
取
組
は
。

答
市
長
／
①
第
四
次
沼
津
市
総
合
計
画

に
基
づ
き
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
、

高
校
生
相
当
年
齢
ま
で
の
医
療
費
の
無
償

化
な
ど
の
子
育
て
支
援
の
充
実
、
岡
宮
北

土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
住
宅
地
の
創

出
、
ら
ら
ぽ
ー
と
沼
津
の
誘
致
等
に
よ
る

雇
用
の
創
出
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

に
よ
る
ま
ち
な
か
の
魅
力
向
上
な
ど
の
施

策
が
相
乗
効
果
を
生
み
、
そ
の
結
果
と
し

問
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
の
進
捗

に
よ
り
新
た
に
都
市
的
利
用
が
可
能
と
な

る
現
車
両
基
地
や
貨
物
駅
の
跡
地
を
ど
の

よ
う
に
活
用
し
て
い
く
の
か
。

答
市
長
／
現
車
両
基
地
や
貨
物
駅
の
跡

地
利
用
に
つ
い
て
は
、
現
在
策
定
し
て
い

る
中
心
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
戦
略
に
お
い

て
、
公
共
公
益
施
設
、
高
等
教
育
機
関
、

先
端
産
業
機
能
、
防
災
公
園
な
ど
を
検
討

す
べ
き
導
入
機
能
と
し
て
示
し
て
い
る
。

今
後
の
具
体
的
な
検
討
に
当
た
っ
て
は
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
競
争
力
、
生
活
の

利
便
性
な
ど
の
視
点
を
踏
ま
え
、
沼
津
駅

周
辺
総
合
整
備
事
業
の
進
捗
を
見
極
め
な

が
ら
、
中
心
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
戦
略
会

問
中
心
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
戦
略
に
掲

げ
る
各
施
策
に
つ
い
て
は
、
沼
津
駅
周
辺

総
合
整
備
事
業
と
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と

で
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
や
ま
ち
な
か

居
住
を
促
進
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

今
後
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進
行
し

て
い
く
中
で
、
事
業
効
果
を
十
分
に
発
現

さ
せ
る
た
め
に
は
、
い
つ
ま
で
に
完
了
さ

せ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
。

答
市
長
／
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業

の
完
了
は
、
新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
用
地
の

取
得
が
完
了
し
た
後
、
工
事
に
着
手
し
て

か
ら
お
お
む
ね
二
十
年
後
を
見
込
ん
で
お

り
、
そ
の
事
業
期
間
は
長
期
に
及
ぶ
が
、

仮
設
の
南
北
自
由
通
路
の
設
置
に
よ
る
回

問
施
政
方
針
に
お
い
て
、
魅
力
的
な
都

市
空
間
を
創
出
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

鉄
道
高
架
事
業
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
着
実

な
進
捗
を
図
る
と
の
決
意
を
表
明
し
て
い

る
が
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
上
で
、

①
本
市
の
財
政
の
見
通
し
に
対
す
る
認
識

は
。
②
本
市
の
未
来
の
ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ

ョ
ン
を
市
民
と
共
有
す
る
た
め
の
具
体
的

な
方
法
は
。

答
市
長
／
①
鉄
道
高
架
事
業
を
は
じ
め

と
す
る
普
通
建
設
事
業
の
実
施
は
、
国
等

の
補
助
金
の
確
保
や
コ
ス
ト
縮
減
に
努
め

る
と
と
も
に
、
財
政
の
年
度
間
の
平
準
化

や
世
代
間
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
の

市
債
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
可

て
本
市
を
居
住
地
と
し
て
選
ん
で
も
ら
う

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

②
こ
の
転
入
超
過
を
一
過
性
の
も
の
と
せ

ず
、
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て

お
り
、
令
和
二
年
度
は
、
移
住
・
定
住
に

関
す
る
新
た
な
取
組
と
し
て
、
転
入
者
等

を
対
象
に
空
き
家
の
リ
フ
ォ
ー
ム
等
に
係

る
費
用
の
補
助
を
行
う
ほ
か
、
首
都
圏
に

お
い
て
、
観
光
Ｐ
Ｒ
や
暮
ら
し
方
、
働
き

方
な
ど
、
本
市
の
魅
力
を
一
体
的
に
発
信

す
る
た
め
の
本
市
単
独
の
移
住
交
流
フ
ェ

ア
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
沼
津
フ
ァ
ン

の
拡
大
を
図
り
、
本
市
へ
の
来
訪
や
移
住・

定
住
の
増
加
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

議
や
そ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
等
に
よ

り
検
討
を
深
め
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民

や
商
工
業
者
等
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
市
民
の
暮
ら
し
に
重
点
を
置
い
て
予

算
を
編
成
し
、
市
政
運
営
を
行
う
こ
と
が

重
要
と
考
え
る
が
、
本
市
の
認
識
は
。

答
市
長
／
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る

市
民
が
安
全
・
安
心
で
快
適
に
暮
ら
す
た

め
の
環
境
整
備
は
市
の
責
務
と
考
え
て
お

り
、
今
後
も
雇
用
の
確
保
に
努
め
る
と
と

も
に
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
代
な
ど
の
多

様
な
ニ
ー
ズ
を
捉
え
た
市
民
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
施
策
を
総
合

的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

遊
性
の
向
上
、
段
階
的
な
高
架
化
に
よ
る

踏
切
待
ち
時
間
の
短
縮
、
鉄
道
施
設
跡
地

の
活
用
な
ど
、
事
業
の
進
捗
に
応
じ
て

徐
々
に
効
果
が
現
れ
て
く
る
こ
と
か
ら
、

将
来
の
ま
ち
の
姿
と
、
本
事
業
に
合
わ
せ

た
段
階
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
施
策
を
示
す

た
め
、
中
心
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
戦
略
の

策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
戦
略
に
は
、
沼
津
駅
の
バ
ス
乗
り
場
再

編
な
ど
の
短
期
的
取
組
、
貨
物
駅
跡
地
へ

の
都
市
機
能
導
入
な
ど
の
中
期
的
取
組
の

ほ
か
、
ま
ち
な
か
居
住
の
促
進
の
よ
う
に

長
期
的
か
つ
継
続
的
な
取
組
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
戦
略
全
体
と
し
て
の
完

了
時
期
は
設
け
て
い
な
い
。

能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
②
市
民
と
の

共
有
方
法
と
し
て
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り

施
策
の
方
向
性
を
示
し
た
中
心
市
街
地
ま

ち
づ
く
り
戦
略
の
策
定
の
際
に
は
、
関
係

団
体
や
市
民
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
会
議

を
開
催
す
る
な
ど
、
幅
広
い
市
民
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
様
々
な
機
会

を
捉
え
て
周
知
を
図
っ
た
。
今
後
、
本
戦

略
で
示
す
具
体
的
な
施
策
を
実
現
す
る
段

階
に
お
い
て
、
本
市
の
将
来
の
姿
を
見
据

え
た
空
間
再
編
後
の
利
活
用
や
ま
ち
な

み
・
景
観
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
を
は
じ
め
と
し
た
、
参

加
型
・
体
験
型
の
市
民
参
加
手
法
の
活
用

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

片
岡
　
章
一

平
野
　
謙

山
下
　
富
美
子

川
口
　
三
男

社会動態が転入超過となった要因と
さらなる転入者増加のための取組は

沼津駅周辺総合整備事業の進捗に伴う
現車両基地や貨物駅の跡地の活用は

中心市街地まちづくり戦略に掲げる
各施策の完了時期は

まちづくりにおける
財政の見通しに対する認識は

一 般 質 問市政について問う！

未
来
の
風

公
明
党

立
憲
沼
津

日
本
共
産
党
沼
津
市
議
団
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問
本
市
は
、
令
和
二
年
度
か
ら
始
ま
る

沼
津
市
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
後
期
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
下
水
道
計
画
区
域

の
見
直
し
を
行
う
考
え
は
あ
る
の
か
。

答
水
道
部
長
／
平
成
三
十
年
四
月
に
下

水
道
計
画
区
域
の
見
直
し
を
実
施
し
た
こ

と
か
ら
、
現
段
階
に
お
い
て
計
画
区
域
を

見
直
す
予
定
は
な
い
が
、
今
後
も
引
き
続

き
、
社
会
情
勢
の
動
向
や
住
民
の
意
見
な

ど
に
留
意
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、

適
正
な
計
画
区
域
の
見
直
し
を
検
討
し
て

い
く
。

問
下
水
道
計
画
区
域
か
ら
外
れ
た
区
域

は
、
下
水
道
に
代
わ
り
合
併
処
理
浄
化
槽

に
よ
り
汚
水
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

問
葬
儀
後
の
煩
雑
な
手
続
が
一
か
所
で

済
む
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
、
い
わ
ゆ
る
お

悔
や
み
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
て
い
る
自
治

体
が
あ
る
が
、
専
用
窓
口
の
設
置
に
つ
い

て
本
市
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
市
民
福
祉
部
長
／
葬
儀
後
の
手
続
に

関
す
る
専
用
窓
口
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

そ
の
利
点
も
認
識
し
て
い
る
が
、
場
所
や

職
員
の
確
保
、
連
携
体
制
の
構
築
等
、
考

慮
す
べ
き
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

調
査
研
究
を
し
て
い
く
。
な
お
、
遺
族
の

負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
現
在
、
必
要
な

手
続
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
記
載
し
た

「
御
遺
族
の
方
へ
」
と
い
う
案
内
冊
子
を

作
成
し
て
お
り
、
令
和
二
年
度
か
ら
活
用

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
を
促
進
す
る
た

め
の
取
組
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
下
水
道
計
画
区
域

外
に
お
い
て
汚
水
処
理
を
進
め
る
た
め
、

戸
建
て
住
宅
や
住
居
専
用
の
集
合
住
宅
に

お
け
る
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
対
し
、

費
用
の
約
四
割
を
補
助
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
平
成
三
十
年
四
月
の
見
直
し
に
よ
り
、

下
水
道
計
画
区
域
か
ら
外
れ
た
区
域
の
う

ち
、
市
街
化
区
域
に
お
け
る
合
併
処
理
浄

化
槽
の
設
置
に
対
し
て
、
補
助
額
の
引
き

上
げ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
分
譲
地
な
ど
の

住
宅
密
集
地
に
設
置
さ
れ
る
五
十
一
人
槽

以
上
の
集
中
処
理
浄
化
槽
を
新
た
に
補
助

対
象
と
す
る
対
策
を
行
っ
て
き
た
。

し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

問
市
役
所
窓
口
で
各
種
申
請
書
を
受
け

付
け
る
際
、
視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
の

た
め
に
、
点
字
で
提
出
で
き
る
届
出
書
や

点
字
印
字
さ
れ
た
記
載
要
領
を
用
意
す
る

考
え
は
。

答
市
民
福
祉
部
長
／
点
字
に
よ
る
届
出

書
等
の
記
入
に
つ
い
て
は
、
様
式
や
記
入

方
法
に
関
す
る
法
令
等
の
要
件
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
申
請
者
の
意
向
を
尊
重
し
、
可

能
な
限
り
丁
寧
に
対
応
し
て
い
く
。
ま
た
、

記
載
要
領
を
点
字
で
作
成
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
申
請
者
の
個
々
の
状
況
に
応
じ

た
合
理
的
配
慮
と
な
る
こ
と
を
念
頭
に
、

適
切
な
手
法
を
研
究
し
て
い
く
。

江
本
　
浩
二

小
泉
　
宣
子

下水道計画区域の見直しを行う考えは葬儀後の手続を１か所で行える
お悔やみコーナーの設置を

市 政 に つ い て

問 う！

一
般
質
問

議員名 主な質問項目 掲載頁

江本　浩二 下水道計画区域の縮小、合併処理浄化槽の設置促進 ８

小泉　宣子 葬儀後の手続の対応、視覚障がい者への対応 ８

水口　　淳 戸田地区の課題、主要地方道沼津土肥線整備促進 ９

尾藤　正弘 福祉部門の大胆な機構改革、農振農用地、地籍調査 ９

渡部一二実 道路建設事業、市民相談窓口 ９

小澤　　隆 本市役所の理念と行動指針、多様性の認識、メンタルヘルス ９

井原三千雄 戸田地区の観光まちづくり 10

岡田　進一 シルバーハウジングプロジェクト、国保子供の均等割 10
第
四
回
（
二
月
）
定
例
会
で

は
、
八
人
の
議
員
が
市
政
に

つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

※形式	として質問形式を記載しています。
一　　括：通告した全ての内容を一括して質問した後、市当局が一括して答弁する方式
一問一答：議員からの一つ一つの質問ごとに、市当局が答弁する方式　
複　　合：１回目は一括で行い、２回目以降から一問一答に切り替えて行う方式

形
式

形
式

一
問
一
答

一
　
　
括

全ての質問項目
（通告一覧）はこちら

ぬまづ市議会だより		№ 227＊ 8



問
過
疎
債
を
活
用
し
て
、
戸
田
地
区
か

ら
の
バ
ス
通
学
費
や
下
宿
代
等
の
補
助
を

実
施
す
る
考
え
は
。

答
企
画
部
長
／
戸
田
地
区
か
ら
の
通
学

等
に
対
す
る
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
沼

津
市
戸
田
地
区
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画

に
事
業
と
し
て
掲
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、

過
疎
債
を
活
用
し
て
の
実
施
は
現
状
で
き

な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
過
疎
債
を
活

用
す
る
こ
と
の
適
正
性
や
効
果
、
市
内
他

地
域
と
の
公
平
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か

ら
補
助
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
議

論
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問
主
要
地
方
道
沼
津
土
肥
線
の
整
備
促

進
に
向
け
た
要
望
活
動
の
実
施
状
況
は
。

問
都
市
計
画
道
路
片
浜
池
田
線
の
一
部

区
間
で
あ
る
市
道
〇
一
〇
五
号
線
の
四
車

線
化
に
向
け
た
県
と
の
協
議
状
況
は
。

答
建
設
部
長
／
市
道
〇
一
〇
五
号
線
は
、

東
名
愛
鷹
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
開
通
に
よ
る
交
通
量
の
増
加
や
、
将
来

予
定
さ
れ
て
い
る
東
駿
河
湾
環
状
道
路
の

（
仮
称
）
愛
鷹
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
開
通

に
伴
う
市
街
地
か
ら
の
交
通
量
の
増
加
等

に
よ
り
、
早
急
な
交
通
の
円
滑
化
及
び
交

通
安
全
の
確
保
が
必
要
な
路
線
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
広
域
的
な

道
路
整
備
の
観
点
か
ら
、
県
に
対
し
要
望

を
行
っ
て
い
る
が
、
事
業
化
ま
で
の
回
答

は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

問
東
名
愛
鷹
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
北
側
及
び
長
泉
沼
津
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
南
側
の
農
振
農
用
地
の
現
状
の
位
置

づ
け
と
事
業
用
地
へ
の
転
用
に
対
す
る
本

市
の
認
識
は
。

答
産
業
振
興
部
長
／
本
用
地
は
、
沼
津

市
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
お
い
て
、

都
市
近
郊
型
農
業
と
し
て
、
引
き
続
き
生

産
活
動
に
よ
る
農
業
振
興
の
た
め
の
土
地

利
用
を
継
続
し
て
い
く
地
域
と
し
て
農
用

地
区
域
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
当
該
地
域
は
市
街
化
区
域
に
近
接
し

て
お
り
、
近
年
、
周
辺
に
お
け
る
広
域
交

通
網
の
整
備
が
進
展
し
て
い
る
地
域
で
あ

る
と
と
も
に
、
沼
津
市
企
業
立
地
促
進
ビ

問
本
市
職
員
の
働
き
方
を
、
働
く
人
の

多
様
性
に
合
わ
せ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、

力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
と
考
え
る
が
、

多
様
性
を
認
め
る
職
場
づ
く
り
や
人
事
評

価
に
対
す
る
本
市
の
考
え
は
。

答
企
画
部
長
／
職
員
採
用
に
当
た
っ
て

は
、
性
別
や
年
齢
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
物

本
位
の
視
点
で
採
用
試
験
を
行
っ
て
お
り
、

現
在
、
身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る
人
や

民
間
企
業
で
の
職
務
経
験
を
有
す
る
人
等
、

多
様
な
職
員
が
勤
務
し
て
い
る
。
ま
た
、

育
児
休
暇
取
得
後
の
子
育
て
中
の
職
員
や

介
護
を
要
す
る
家
族
を
持
つ
職
員
に
対
し

て
は
、
各
家
庭
の
事
情
に
応
じ
た
短
時
間

で
の
勤
務
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
さ
ら

答
建
設
部
長
／
令
和
元
年
度
は
、
沼
津

市
建
設
事
業
要
望
に
お
い
て
、
県
に
対
し

要
望
し
た
ほ
か
、
沼
津
・
土
肥
間
道
路
整

備
促
進
期
成
同
盟
会
要
望
に
お
い
て
も
、

沼
津
市
南
部
地
域
連
合
自
治
会
連
絡
協
議

会
の
各
連
合

自
治
会
長
と

共
に
、
県
に

対
し
地
元
の

声
を
届
け
る

な
ど
、
本
路

線
の
拡
幅
改

良
の
促
進
に

向
け
た
要
望

を
実
施
し
た
。

問
国
道
一
号
と
市
道
〇
一
〇
五
号
線
の

交
差
点
の
渋
滞
解
消
に
向
け
た
取
組
は
。

答
建
設
部
長
／
国
道
一
号
と
市
道
〇
一

〇
五
号
線
の
交
差
点
は
、
右
折
待
ち
の
車

両
の
影
響
に
よ
り
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
交
差
点
北
側
に
お
い
て
は
、

道
路
拡
幅
後
、
右
折
車
線
を
二
車
線
整
備

す
る
ほ
か
、
交
差
点
南
側
に
お
い
て
は
、

大
川
に
架
か
る

橋
梁
を
拡
幅
し
、

右
折
車
線
を
整

備
す
る
こ
と
で

円
滑
な
車
両
の

通
行
を
図
っ
て

い
く
。

ジ
ョ
ン
に
お
い
て
、
事
業
用
地
の
確
保
を

図
る
地
区
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
事
業
用
地
の
必
要
性
に
鑑

み
、
農
振
農
用
地
の
事
業
用
地
へ
の
転
用

に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
と
の
バ
ラ
ン
ス

も
考
慮
し
な
が
ら
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

企
業
か
ら
の
具
体
的
な
事
業
計
画
が
あ
っ

た
際
に
は
、
地
域

未
来
投
資
促
進
法

の
活
用
な
ど
も
視

野
に
入
れ
、
農
用

地
区
域
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。

に
、
人
権
に
関
す
る
意
識
向
上
や
正
し
い

知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
研
修
や
啓
発

を
行
う
な
ど
、
多
様
性
に
対
す
る
職
員
の

理
解
の
深
化
に
努
め
て
お
り
、
本
市
職
員

が
家
庭
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
つ
つ
、
自
分

ら
し
く
生
き
生
き
と
仕
事
を
行
う
こ
と
の

で
き
る
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
働
き
方
改
革
が

叫
ば
れ
る
中
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

の
向
上
に
つ
な
が
る
多
様
な
働
き
方
の
整

備
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
社

会
状
況
に
適
応
す
る
た
め
、
評
価
の
方
法

を
研
究
し
、
頑
張
っ
た
職
員
が
報
わ
れ
る

人
事
評
価
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

水
口
　
淳

渡
部
　
一
二
実

尾
藤
　
正
弘

小
澤
　
隆

戸田地区からのバス通学費等の補助を
実施する考えは

市道 0105号線の 4車線化に向けた
今後の取組は

農振農用地の現状の位置づけと
事業用地への転用に対する本市の認識は

職員の多様性を認める職場づくりを

一 般 質 問市政について問う！

形
式

形
式

形
式

形
式

一
　
　
括

一
　
　
括

一
　
　
括

一
　
　
括

▲西浦久連周辺の主要地方道沼津土肥線

▲東名愛鷹スマートインターチェ
ンジ周辺の市道 0105 号線

▲東名愛鷹スマートインターチェ
ンジ北側の農振農用地
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問
戸
田
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る

本
市
の
認
識
は
。

答
企
画
部
長
／
戸
田
地
区
は
美
し
い
自

然
景
観
や
ロ
シ
ア
と
の
交
流
の
歴
史
、
タ

チ
バ
ナ
や
深
海
魚
な
ど
、
他
地
域
に
誇
れ

る
地
域
資
源
を
有
し
て
お
り
、
時
間
が
ゆ

っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
よ
う
な
独
自
の
雰

囲
気
に
よ
り
、
来
訪
者
に
癒
し
や
特
別
な

体
験
を
提
供
で
き
る
地
域
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
に
整
備
さ
れ

た
道
の
駅
く
る
ら
戸
田
に
は
多
く
の
来
訪

者
が
立
ち
寄
る
ほ
か
、
地
域
住
民
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
動
等
の
交
流
拠
点
と
し
て

機
能
し
、
ま
た
地
域
内
外
か
ら
の
出
店
や

イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
活
用
さ
れ
、
新
た

問
高
齢
者
の
住
ま
い
と
生
活
の
支
援
に

つ
い
て
は
、
安
全
性
や
利
便
性
に
配
慮
し

た
施
設
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
な
ど
、
ハ
ー
ド
、
ソ

フ
ト
の
両
面
か
ら
の
環
境
整
備
が
必
要
と

考
え
る
が
、
本
市
の
考
え
は
。

答
福
祉
事
務
所
長
／
本
市
に
お
い
て
は
、

介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
高
齢
者

が
見
守
り
等
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
施
設

整
備
を
進
め
て
お
り
、
現
在
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
が
十
三
か
所
、
介
護
付
有
料

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
が
十
二
か
所
設
置
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
市
営
住
宅
の
建
設
等
に

あ
た
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
整
備
の
ほ
か
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

な
に
ぎ
わ
い
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
市
と

し
て
は
、
本
施
設
を
情
報
発
信
拠
点
と
し

地
域
の
魅
力
を
連
携
さ
せ
る
と
と
も
に
、

基
幹
産
業
で
あ
る
観
光
業
や
水
産
業
、
農

林
業
な
ど
の
活
性
化
に
向
け
、
地
域
資
源

を
活
用
し
て
戸
田
地
区
の
魅
力
を
高
め
る

活
動
を
支
援
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に

様
々
な
振
興
策
に

取
り
組
む
こ
と
で
、

地
域
住
民
が
生
き

生
き
と
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
、
多
く

の
人
が
訪
れ
る
地

域
に
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

ン
を
基
本
と
し
た
高
齢
者
な
ど
に
優
し
い

施
設
整
備
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
高
齢

者
の
見
守
り
に
つ
い
て
は
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
や
民
生
委
員
、
自
治
会
な
ど

の
地
域
住
民
と
連
携
を
図
っ
て
い
る
ほ
か
、

新
聞
店
な
ど
の
協
力
に
よ
る
あ
ん
し
ん
見

守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
取
組
を
進
め
て
お

り
、
今
後
も
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

充
実
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
高
齢
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
自

分
ら
し
く
生
き
生
き

と
暮
ら
し
て
い
け
る

よ
う
な
支
援
に
努
め

て
い
く
。

井
原
　
三
千
雄

岡
田
　
進
一

戸田地区のまちづくりに対する認識は�高齢者に配慮した住宅を整備する考えは

一 般 質 問市政について問う！

形
式

形
式

一
　
　
括

一
　
　
括

▲新たなにぎわいを創出する「くるら戸田」▲高齢者に配慮した市営住宅

委員会レポート　連合審査会（建設水道委員会・文教産業委員会）を開催

委員会
レポート

都市計画道路沼津南一色線の道路整備と高尾山古墳の保存
の両立を図るため、全国初となる橋梁とトンネルを対象とし
たデザインコンペが実施され、最優秀提案として、ふるさと
の風景をつくる「みちにわ」が選ばれました。その結果が連
合審査会において市当局から報告され、委員から質疑があり
ました。

道路と古墳の両立を図る
（都）沼津南一色線
設計競技の結果報告

問 デザインコンペで最優秀提案が評価された点は。
答 最優秀提案は、橋梁、トンネルを設置する際に、古

墳を毀
き

損
そ ん

せずに配置できる点や、橋梁横に空中歩廊
を取り付けることにより古墳を見渡せる視点場が増
え、歩行者、来訪者などの安全な動線を確保できる
点などが評価された。

問 国史跡指定と古墳の整備のスケジュールは。
答 国史跡指定については、道路整備の設計完了後とな

る令和 4 年度を目途に、史跡指定に向けた国との
調整等を進めていく。古墳の整備については、国史
跡指定後に、学識経験者等で組織する専門の委員会
を設置し、古墳の保存と活用に向けた整備計画を策
定し、工事に着手していきたいと考えており、道路
整備の進捗を踏まえながら、
令和 10 年代の早期の完成を
目指していく。

連合審査会で交わされた主な質疑
▲最優秀提案　ふるさとの風景をつくる「みちにわ」

高尾山古墳の
キャラクター

「タカオさん」
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委員会レポート　特別委員会（第 5 次沼津市総合計画基本構想、公契約関係競売入札妨害等事件に係る再発防止）を開催

公契約関係競売入札妨害等事件に係る
再発防止特別委員会は、職員の逮捕を受
けて設置され、事件の再発防止策に関す
る調査研究を行っています。3月18日に、
庁内の関係部署において、契約事務に係
る書類回付の流れや今回の事件を受けて
改善した点などについて調査を行いまし
た。また、４月 15 日に、これまで委員
会において検討してきた再発防止策に関
する申入書を議長から市長へ提出しまし
た。引き続き、再発防止の取組に関する
調査研究を行っていきます。

第５次沼津市総合計画基本構想は、令和 3 年度からの 10 年間を計
画期間として、まちづくりに取り組む上での基本理念や本市が目指す
べき将来都市像などを示したものです。

本市では、この基本構想の策定等の際には議会の議決が必要である
と定めているため、特別委員会を設置して審査を行いました。

問 第 5次沼津市総合計画で規定するまちづくりの方
向性を市民と行政がどのように共有するのか。

答 沼津市総合計画審議会において、本市が目指すま
ちづくりを児童生徒を含む幅広い世代の市民に伝
えていくことが大切との意見もあったことから、
市民協働のまちづくりを推進していくため、本計
画の概要版を作成し、出前講座で説明するほか、
学校教材としての活用の可能性を検討していく。

問 第 5次沼津市総合計画の特徴として掲げている
「少子高齢化、人口減少社会に対応する計画」と
は具体的にどのようなものを指すのか。

答 人口が減少しても快適で安心な生活を維持してい

くことが重要と考えていることから、市民と行政
がまちづくりの主役となって相互に連携を深め、
既存ストックや経営資源の活用を図ることによ
り、持続可能なまちづくりを目指すものである。

問 将来都市像の中で掲げる「躍動するまち」とはど
のようなまちを指すのか。

答 鉄道高架事業の進展など、本市の魅力を高める都
市基盤整備が目に見える形で着々と進むまちの姿
を指すとともに、本市ならではの魅力を生かした
イベントや新たな取組にチャレンジする機会を創
出することによって、市民が自主的に参加し、生
き生きと活動する姿を指すものである。

特別委員会で交わされた主な質疑

公契約関係競売入札妨害等事件に係る再発防止特別委員会

◀書類回付の流れについて説明を受ける
特別委員会委員

市長へ申入書を提出する議長と
特別委員会委員長・副委員長▶

委 員 長　加藤　明子　　副委員長　尾藤　正弘
委　　員　平野　　謙　　委　　員　久保田吉光
委　　員　山下富美子　　委　　員　長田　吉信
委　　員　渡部一二実　　委　　員　浅原　和美
委　　員　川口　三男

議第 15 号  第 5 次沼津市総合計画基本構想の策定

第 5次沼津市総合計画基本構想特別委員会

人・まち・自然が調和し、躍動するまち
～誇り高い沼津を目指して～

▲目指す将来都市像

▲まちづくりの基本理念
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※都合により変更する場合があります。
※詳細は、招集告示日（定例会開会日 1

週間前ごろ）の議会運営委員会で協議
されます。

沼津市議会では、「沼津市手話言語条例検討協議会」を設け、条例制定に向けて協議を重ねてきました。令和 2
年３月 19 日の本会議において、「沼津市手話言語条例」を議員提案にて提出し、全会一致で可決しました。

◎手話は言語であるとの認識に基づき、手話及びろう
者等への理解の促進や手話の普及などについて基本
理念を定めています。

◎共生社会の実現に向けた市の責務と市民や事業者の
役割、施策を総合的かつ計画的に推進するための方
針について定めています。

インターネット議会中継

沼津市議会　定例会の予定 小学生が本会議を傍聴しました！
定例会 開会予定日 閉会予定日

令和 2 年
第 5 回 (６月 ) 6 月　5 日（金） 6 月 26 日（金）

令和 2 年
第 6 回 (９月 ) 9 月 16 日（水） 10 月 16 日（金）

令和 2 年
第 7 回 (11 月 ) 11 月 27 日（金） 12 月 18 日（金）

令和 3 年
第 8 回 (2 月 ) ２月 10 日（水） 3 月 19 日（金）

本会議の生中継や、過去の録画中継の
映像を配信しています。

パソコンやスマートフォンから御覧い
ただけます。

２月10 日に大平小学校の６年生 40 人が、2 月 21日
に第ニ小学校・千本小学校の６年生 40 人が、それぞれ
校外学習の一環として会議の様子を見学しました。

委 員 長   梶　　泰久      委 員   浅田美重子      委 員   小泉　宣子      委 員   岡田　進一
副委員長   加藤　明子      委 員   平野　　謙      委 員   深田　　昇      委 員   江本　浩二議会だより編集委員会

◆今号の「ぼくとわたしのゆめたから」（小学生の作文）は、掲載をお休みします。

議員提案により  「沼津市手話言語条例」を制定
～手話への理解を広め、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現へ～

右手を左手の甲に軽く当て、右手を上げて、頭を下げる

制定までの経緯は？

条例の内容は？

平成 29年度～ 30年度
民生病院委員会で「手話の
普及について」をテーマに
調査・研究を行う

令和元年　６月
沼津市手話言語条例検討協
議会の設置

令和元年 11月　
議員全体会議の開催
令和元年 12月　
パブリックコメントの実施
令和２年　3月　
議員提案にて提出、全会一
致で可決

手 話 で
あ い さ つ
「ありがとう」

▲手話関係団体の方々との意見交換 ▲議案の提案説明をする議員と手話通訳者
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